
物品等の名称
及び数量

令和８年度　建物賃貸借（徳島建設監督官詰所）

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局　徳島河川国道事務所長
山本　浩之
徳島県徳島市上吉野町3-35

契 約 締 結 日 令和　８年　４月　１日

協同組合徳島繊維卸団地
徳島市問屋町６０

契約金額
（消費税及び地
方消費税含む）

￥１，５６０，３８４－

予定価格
（消費税及び地
方消費税含む）

￥１，５６０，３８４－

　本件は、徳島河川国道事務所の徳島建設監督官詰所に係る建物の賃貸借である。
徳島建設監督官は、一般国道１９２号徳島南環状道路及び四国横断自動車道の工事現場監
督等を行っている。
　迅速な現場の把握、立会、確認、地元対応、関係機関等との調整等を実施するために当
監督官詰所は、工事現場の近隣に位置することが必要不可欠となる。
　今回、賃貸借する建物（徳島市問屋町５７）は過年度より賃貸借契約しているが、監督
効率としては最も適した箇所にあり、同地域において他に監督官詰所として必要な面積を
確保できる適当な物件はない状況である。
　以上から、上記契約者 協同組合 徳島繊維卸団地 と建物賃貸借について、会計法第２
９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。
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随意契約結果書
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